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令和２年５月適用 
 

 
たつの市水道工事用資材承認指針 

 
１．概 要 

本指針は、たつの市水道事業（以下、「たつの市」という。）が管理及び発注する水道事業の資材

において適用するものである。 
 
２．目 的 
 本指針は、過年度の施工実績等に基づき、たつの市で承認する水道資材を明確にすることにより

品質の向上を図ると共に適切且つ迅速な施設の維持管理を行うことを目的とする。 
 なお、本指針は、資材製造業者及び水道資材について優先的地位を付与するものではなく、承認

済以外の資材の使用においては、工事着手前に水道管理者の指示に基づき所定の手続きを行い、承

諾を得るものとする。 
 
３．承認会社 

たつの市が承認する製造会社は、次に揚げる要件を満たさなければならない。 
・水道用資材等の製造において、自社工場を有し、承認資材規格に適合する水道資材等の特性を

熟知し製造していること。ただし、製造を他社に委託している場合、製造に係る設計、製造管理

等について、技術的関与を主体的に関わっていること。 
・製造する水道用資材等の出来高、品質等に関して十分な管理体制であること。 
・水道資材等の製造が、計画的かつ定期的に行われていること。 
・製造する水道用資材等の検査体制が確立され機能していること。 
 

４．否認会社 
下記に該当する製造会社は、たつの市の承認を得ることはできない。 
・不渡手形の発行等、経営状況が著しく悪化しているもの。 
・営業停止処分等の行政処分を受けているもの。 
・たつの市が所管する水道資材等の購入、発注工事等における水道資材等の納入に関し、事故又

は不正行為があったもの。 
・資材製造業者の責に帰すべき事由により、たつの市に損害を与えたもの。 
・承認申請等につき虚偽の申請を行ったもの。 
 

５．承認資材 
たつの市が承認する資材は、「たつの市水道工事用資材承認一覧」に明記しているものとする。
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承認された資材においては、たつの市が発注する工事及び開発事業等における材料確認願等に添付

する承認図を省略することができる。 
 
６．承認資材規格 

承認する資材は、原則、日本産業規格（以下、「JIS」という。）、日本水道協会規格（以下、「JWWA」

という。）、日本ダクタイル鉄管協会規格（以下、「JDPA」という。）、日本水道鋼管協会規格（以下、

「WSP」という。）及び水道配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格（以下、「POLITEC」と

いう。）の他、これらに準ずるものとする。その他、たつの市における施工実績等により水道管理

者が承認する資材も対象とする。 
 
７．承認申請 
「たつの市水道工事用材料承認一覧」に無い資材の承認を得る場合、製造会社は、水道用資材承認

願申請（様式-1）に必要資料を添付し提出しなければならない。 
 

８．承認申請（変更） 
「たつの市水道工事用材料承認一覧」に明記されている資材の規格、仕様等に変更が生じた場合、

製造業者は、水道用資材承認願申請書（様式‐2）に必要資料を添付し提出しなければならない。 
 
９．申請に伴う回答 

たつの市は、製造会社より水道用資材承認願申請書を受けた場合、水道用資材承認回答書 
（様式‐3）により承認の是非について回答しなければならない。 

 
１０．承認の取り消し 
 たつの市は、下記の事由により承認の取り消しを行うことができる。 
・「３．承認業者」に規定する要件を満たさなくなった場合 
・「４．否認業者」に規定する要件に該当した場合。 
・たつの市が承認済水道資材に対し、社会情勢及び市政方針により適切でないと判断した場合 
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（様式－１） 
令和  年  月  日 

たつの市水道事業 様 
 

（申請者） 
所 在 地 
会 社 名 
代表者名           印 

 
水道用資材承認願申請書（新規承認） 

 
下記の製品について、たつの市における水道用資材として承認していただきたく申請します。 

 
記 

 
１ 製品名 
 
２ 規格又は商品名 
 
３ 形質・寸法 
 
４ 添付書類 
 
５ 備考 
  （申請資材が日本水道協会規格品（日本産業規格品）でない場合は、その理由を記入すること。） 
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（様式－２） 
令和  年  月  日 

たつの市水道事業 様 
 

（申請者） 
所 在 地 
会 社 名 
代表者名           印 

 
 

水道用資材承認願申請書（変更） 
 
 

現在、たつの市で承認を得ている水道用資材において、下記のとおり変更が生じたため、申請い

たします。 
 
 

記 
 
１ 製品名 
 
２ 規格又は商品名 
 
３ 形質・寸法 
 
４ 変更事項  （変更前） 
 
        （変更後） 
 
５ 添付書類 
 
６ 備考 
  （申請資材が日本水道協会規格品（日本産業規格品）でない場合は、その理由を記入すること。） 
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提出資料一覧 
 
・水道用資材承認願申請書 
・図面 
・仕様書 
・試験結果報告書の写し 
・見積書 
・その他（水道管理者が必要であると判断したもの） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



リンク③ 

（様式－３） 
令和  年  月  日 

会 社 名  様 
 
 
                 

たつの市水道事業  
たつの市長          印 

 
 

水道用資材承認回答書 
 
 

令和〇年〇〇月〇〇日付けで提出があった水道用資材承認願申請において、下記のとおり回答し

ます。 
 
 

記 
 
１ 商 品 名 
 
２ 承認の有無       承 認   ・  否 認 
 
 
 


